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教育委員会会議の概要（１１月定例会） 
 

◆ 日  時  平成 26年 11月 14日（金曜日）午後 3時 00分 

 

◆ 場  所  東二番丁仮庁舎 教育局第一会議室 

 

◆ 出席委員  委員長 永広 昌之 

        委員長職務代理者  宮腰 英一 

        委員  草刈 美香子 

        委員  今野 克二 

        委員  齋藤 道子 

        委員（教育長）  上田 昌孝 

 

◆ 会議の概要 

 

１ 開    会         午後 3時 00分 

 

２ ９月定例会・１０月臨時会・１０月定例会 会議録承認 

 

３ 会議録署名委員の指名  

 

４ 報 告 事 項 

 

（１）  平成２７年成人式について 

                            （生涯学習課長 報告） 

資料に基づき報告 

 [主な質疑] 

委員長    

数年前から新成人の方が参加しやすいように，三連休の真ん中の日に開催するようにしたが，

日程に関する参加者の評判はどうか。 

生涯学習課長    

成人式の開催日を祝日である成人の日から前日の日曜日に変更して，平成２７年の成人式で３

回目になる。昨年，今年と，事前に美容室や着付け関係者の方々に連絡等を行い，大きな混乱は

ない状況である。三連休の最終日から中日にしたことから，参加者の方，特に仙台市を離れて生

活している参加者からは，翌日のことを考えると日程的にかなり自由度が広がるという意見をい

ただいている。今のところ特に大きな問題はなく，参加者からは好評なので，この開催形式を続

けていきたいと考えている。 

委員    

毎年，会場の外にいる方々をなるべく会場の中に入れようとさまざまな企画を実施しているが，

今年も何か新しい催しを企画しているか。 

生涯学習課長   

成人式の会場になっている仙台市体育館までは来ているが，会場の中に入らずに外にいる方々

には，会場の中に入っていただくよう，毎年呼びかけしており，学校の先生方からの声がけも含

め，例年どおり誘導したいと考えている。せっかくの機会であり，また式典はそう長時間でない

ことなども含め，アナウンスしていきたいと考えている。 

一方で，当日の天気にもかなり左右されるところがある。天気がいいと出向く方は増えるが，
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会場の外にいることも可能になる。逆に，天気が悪いと外にいづらいが，そもそも会場に足が向

かないということもあり，なかなか難しいところである。会場の近くまでお出でいただいている

ので，会場の中に入っていただき，式典並びに第２部の交流の広場に参加いただくよう，声がけ

をしていきたい。 

 

５ 付 議 事 項 

 

第２４号議案  臨時代理に関する件について 

         １．教育委員会事務分掌規則の一部改正について （総務課長 報告） 

 

原案のとおり承認 

 [主な質疑] 

 委員    

資料の別紙１－２について，教職員移譲事務準備室ができたことで，職員は増員されたのか。

あるいは，組織改正に伴って教職員課の職員が異動になっただけか。人員配置はどのように変わ

ったのか。 

総務課長    

今年度当初に教職員課に移譲事務の準備業務を行う職員を３名配置した。１０月１日には，さ

らに３名増員し，６名体制で教職員課において移譲事務の準備業務を行ってきたところである。

１１月１日の組織改正に伴い，その６名が教職員移譲事務準備室に異動した。なお，学校教育部

内に教職員移譲事務準備担当の参事がおり，７名体制で業務を行っている。 

委員    

平成２９年度から県費負担教職員が市費負担になるが，教職員移譲事務準備室は時限的な組織

になるのか。 

総務課長    

教職員移譲事務準備室は，権限移譲のための準備業務を行うものであり，期間限定の組織にな

る。 

委員    

平成２９年度以降は，また組織改正を行うのか。 

教育長    

平成２９年度に県費負担職員が移譲されると，学校にいる教職員５，０００人が仙台市教育委

員会の職員になる。それを全部所掌することは大変なことであり，現在の教育委員会の組織を，

機能的にもう一度見直して再編しなければならないと考えている。ただ，具体的にどういう事務

がどれぐらい移譲されるのか，正確に把握できていないため，そうしたことをきちんと把握でき

た段階で検討を進め，平成２８年度中には決めなければならない。 

   特に人事，給与，福利関係の業務について，職員数が増えることによって質，量ともに大きく

変わるので，今の教育委員会の組織でそれを機能的に処理することは難しく，その辺も含めて検

討していかなければならないと考えている。 

 

                                 

２．職員の人事に関する事項について 

（職員の人事異動について）          （総務課長 報告） 

                                 

原案のとおり承認 

 [主な質疑] 



 3 

委員長    

管理職以外の人事についても，１１月１日に人事異動があったと理解してよいか。 

総務課長    

そのとおりである。 

 

第２５号議案  市議会の議決を経るべき事案に係る市長への意見の申出について   

（秘密会） 

１．特定事業契約の締結に関する件 

（（仮称）仙台市南吉成学校給食センター整備事業） 

（健康教育課長 説明） 

原案のとおり決定 

 

 第２５号議案  市議会の議決を経るべき事案に係る市長への意見の申出について   

（秘密会） 

２．仙台市市民センター条例の一部を改正する条例 

（生涯学習支援センター長 説明） 

原案のとおり決定 

 

第２５号議案  市議会の議決を経るべき事案に係る市長への意見の申出について   

（秘密会） 

３．指定管理者の指定に関する件（仙台市若林図書館） 

                 （市民図書館長 説明） 

原案のとおり決定 

 

第２５号議案  市議会の議決を経るべき事案に係る市長への意見の申出について   

（秘密会） 

４．平成２７年度教育予算について       （総務課長 説明） 

原案のとおり決定 

 

第２６号議案  仙台市図書館協議会委員の委嘱等について 

（秘密会） 

（市民図書館長 説明） 

原案のとおり決定 

 

６ そ の 他 

 

事 務 局   次回定例教育委員会は１２月１９日（金）に開催する予定である。 

 

７ 閉   会   午後 4時 53分 

 

 

 


